
 

 

 

 

事業対象団体　　町内会等（自治振興会、複数の町内会で構成された団体も可） 

補 助 額　　１団体につき、補助対象経費の１/２の範囲内で、上限１０万円 

・他の補助制度を活用できるものを除く 

・補助対象額に 1,000 円未満の端数がある場合は切り捨て）　 

※例　補助対象経費が 165,000 円の場合、補助額は 82,000 円 

申 請 期 限　　令和８年１１月３０日(月)まで、予算の範囲内で 

随時受け付けます。 

　　・申請事業の審査を行うため、事業開始の１か月前までに 

　　　　事前にご相談ください。 

（原則、年度内に事業が完了する活動に限りますが、
目的に資すると認められた場合、年度ごとに最長３年
度まで交付が受けられます。） 

審　　　　　　査　　応募された活動内容を審査のうえ決定します。 

対 象 事 業 例  （１）町内会活動の相互協力 

近隣の町内会が合同で、地元の歴史探訪ウォークラリーや、防災訓練の要素
を取り入れたイベントなどの実施を通して、今後の町内会活動の相互協力に繋げ
る取り組み 

（２）新たな魅力づくり 

　　　地区の歴史、文化の発信、交流イベントの新規開催など、新たな魅力づくりを
通じたコミュニティの活性化を図る取り組み 

（３）学生との交流による地域の活性化　←Ｎｅｗ！ 

　　　　　　　　　　　　　　学生の行事への参画や役員の担い手など、学生（高校生以上）との新たな
交流により、地域課題の解決や若者の定住定着を図る取り組み 

申　請　書　類　　市ホームページ（上記 QR コード）または地区センター、行政サービスセンター、

中核型地区センターで配付しています。 
 

申請書類提出先  富山地域　　　　　　　　　　→　最寄りの地区センターへ提出してください。 

大沢野、大山、八尾、婦中地域 →　各行政サービスセンター　　  

山田、細入地域　　　　　　→　各中核型地区センター      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

町内会等が、地域で連携・協力をしながら身近な地域課題を共
有し、「元気な地域」として活性化させるために新たにチャレンジ
する取り組みなどを支援します。

【お問合せ先・相談先】　地域コミュニティ推進課地域振興係  　　電話 443-2046 

大沢野行政サービスセンター(地域振興担当)  電話 468-1111　　 婦中行政サービスセンター(地域振興担当)　電話 465-2111　 

大山行政サービスセンター(地域振興担当)    電話 483-1211　　 山田中核型地区センター(地域振興担当)　　電話 457-2111 

八尾行政サービスセンター(地域振興担当)　　　電話 454-3111　　 細入中核型地区センター(地域振興担当)　　電話 485-2111 

※富山地域にお住いの方は、最寄りの地区センターへお問い合わせください。 

の地域振興担当まで 

提出してください。

その他事例集は裏面 
をご覧ください

QR コード 
申請書は市 HP にて 

公開しています



＜対象事業　事例集＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　複数の町内会でお互いの強みと弱みを補いながら行事を合同で開催することで、 

これまでの活動を維持し、地域コミュニティの活性化を図る事業

近隣町内会との合同行事開催

　地域内の企業の社員寮在住者や、首都圏からの転勤者などにも行事の計画に参画し

てもらい、マンネリ化の解消及び住民との交流の深化を図る事業

地域の企業との連携による交流の促進

　避難所が隣接する複数の町内会が、共同で実施するイベントと合わせて防災キャン

プなどの行事を行い、今後の町内会活動の連携強化を図る事業 

　※自主防災組織の訓練のみを行う場合は対象外です。市防災課の補助制度を活用ください。

防災における近隣町内会との連携

　３世代にわたる住民が地域内の名所や旧跡などを巡るウォーキングイベントを実

施したり、代々続いている神社のしめ縄作りの工程を動画で残すなど、地域の歴史や

伝統文化を次世代につなぐことを目的とした事業

歴史や文化の継承

　以前実施していた祭りを復活するため、町内会未加入者や、これまで関わりの薄か

ったマンション住民、空き家の持主などにも参加を呼びかけ、活動の活性化を図ると

ともに、新たな活動の担い手の創出を図る事業

新たな担い手の創出

　祭りを対面とオンライン参加（インスタグラム等）のハイブリッド形式にするなど、

会場に来られなくてもイベントを共有できるようにすることで、若者や転出している

元住民などの参加を促進する事業

若い世代の参画の促進

　これまで交流のない地域の学生が、納涼祭やｅスポーツなどの企画や運営に携わり

ながら町内会と交流し、新たな担い手の創出や地域の活性化、学生が地域に愛着を持

つきっかけとなるような事業

学生の参画による交流行事

　学生の新たな視点や技術を活用して、役員等として町内会の運営や補助を行い、役

員の負担軽減のほか、電子回覧板の導入・普及などのデジタル化による効率的な運営

を図り、持続可能な運営体制を構築する事業

学生の視点による町内会の運営


